
 

 

門真市附属機関に関する条例施行規則（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例若しくは規

則の定めのあるものを除くほか、門真市附属機関に関する条例（平成 25 年門

真市条例第３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（組織） 

第２条 条例別表１の項に規定する附属機関（以下「附属機関」という。）の組

織、委員の定数、構成及び任期並びに庶務担当機関は、別表に定めるとおり

とする。 

 

（委嘱又は任命） 

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）は、別表の委員の構成の欄に

掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

２ 委員は、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。  

 

（会長等及び副会長等） 

第４条 別表の組織の欄に掲げる会長又は委員長（以下「会長等」という。）及

び副会長又は副委員長（以下「副会長等」という。）は、委員の互選により定

める。 

２ 会長等は、会務を総理し、当該附属機関を代表する。 

３ 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき又は会長等が欠け

たときは、その職務を代理する。 

４ 副会長等を置かない附属機関において当該附属機関の会長等に事故がある

とき又は会長等が欠けたときは、会長等があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。  

 

（会議） 

第５条 附属機関の会議（以下「会議」という。）は、会長等が招集し、その議

長となる。ただし、会長等が定められていないときは、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す
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るところによる。 

 

（部会） 

第６条 会長等が必要と認めるときは、附属機関に専門的事項を分掌させるた

め、部会を置くことができる。 

２ 前２条の規定は、部会について準用する。 

３ 前項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長

等が定める。  

 

（関係者の出席等） 

第７条 附属機関は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見若しくは説

明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

別表（第２条―第４条関係） 

名称 組織 
委員の

定数 
委員の構成 

委員の

任期 

庶務担当

機関 

門真市自殺

対策計画審

議会 

会長 

副会長 

７人以

内 

⑴ 学識経験者 

⑵ 医療団体を代表する者 

⑶ 福祉団体を代表する者 

⑷ 関係行政機関の職員 

⑸  前各号に掲げるものの

ほか、市長が必要と認める者 

委嘱又

は任命

の日か

ら当該

諮問に

係る答

申が終

了する

時まで 

保健福祉

部福祉政

策課 

 


